
 

相模原市指定管理者の指定の手続等に関する規則 
 

平成１７年６月３０日 
規則第５５号 

 
 (趣旨) 

第１条 この規則は、公の施設の設置条例の規定に基づき、指定管理者の指定の申

請の資格、手続等について、必要な事項を定めるものとする。 
(指定の申請に係る告知) 

第２条 市長は、指定管理者を公募しようとするときは、指定管理者の指定の申請

(以下「申請」という。)に係る告知を、申請の受付期間の始期の１０日前までに、

相模原市公告式条例(昭和２５年相模原市条例第２４号)第２条第２項に規定する

掲示場への公告その他適当と認める方法により行うものとする。 
２ 前項の告知には、次に掲げる事項を記載するものとする。 
（１）指定管理者に管理を行わせる公の施設(以下「施設」という。)の概要 
（２）指定管理者に管理を行わせる期間 
（３）指定管理者が行う業務(以下「業務」という。)の範囲 
（４）指定管理者の指定を受けようとするものに必要な資格 
（５）指定管理者の選考の基準 
（６）申請の受付期間及び受付場所 
（７）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 
(申請の期間) 

第３条 申請の受付期間は、１月を下らない範囲内で市長が定める期間とする。た

だし、市長が特に必要と認めた場合は、当該受付期間を１月未満とすることがで

きる。 
(申請の資格) 

第４条 次の各号のいずれかに該当するものは、申請をすることができない。 
（１）破産者で復権を得ないもの 
（２）地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４第２項(同令第 

１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。)の規定により本市におけ

る入札参加を制限されているもの 
（３）地方自治法(昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。)第２４４条の２

第１１項の規定により本市又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り

消され、当該処分の日から起算して２年を経過しないもの 
（４）国税及び地方税(特別徴収税額納入金を含む。)を滞納しているもの 
（５）その役員について、法第９２条の２及び第１４２条(法第１６６条第２項にお

いて準用する場合を含む。)の規定中「当該普通地方公共団体に対し請負をする

者及びその支配人」とあるのは「当該普通地方公共団体において指定管理者の

業務を行う団体(法人を除く。)の代表者その他役員」と、法第１８０条の５第

６項の規定中「当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及び

その支配人」とあるのは「当該普通地方公共団体において指定管理者の業務(そ
の職務に関する場合に限る。)を行う団体(法人を除く。)の代表者その他役員」

と読み替えてこれらの規定を適用した場合に、同規定に抵触するもの 



 

（６）次に掲げる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年

法律第７７号)第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者に該当するもの 
  ア 法人にあっては、その役員又は当該法人の事業活動を支配する者 
  イ 法人以外の団体にあっては、アに規定する役員に準ずる者又は当該団体の

事業活動を支配する者 
２ 複数の団体が共同して構成するもの(以下「共同企業体」という。)について申

請できることとする場合にあっては、当該共同企業体を構成するそれぞれの団体

が前項各号のいずれかに該当する場合は、当該共同企業体は申請することができ

ない。 
(指定の申請) 

第５条 申請をするもの(以下「申請者」という。)は、指定管理者指定申請書(第１

号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 
（１）施設の事業計画書 
（２）業務に係る経費の収支予算書 
（３）登記事項証明書(法人の場合に限る。) 
（４）定款、寄附行為その他団体の目的、組織、業務の執行等を示す書類 
（５）法人税の確定申告を行っている場合にあっては申請の日を含む事業年度(以下

「申請年度」という。)前３か年度に係る法人税の確定申告書の控えの写し並び

に団体の損益計算書及び貸借対照表 
（６）前号に該当しない場合にあっては申請年度前３か年度に係る貸借対照表又は

財産目録若しくはこれらに相当する書類及び損益計算書又は収支計算書若しく

はこれらに相当する書類(申請年度に設立された団体にあってはその設立時に

おける貸借対照表又は財産目録) 
（７）申請年度の直前の事業年度の国税の納税証明書又は納税義務がない旨及びそ

の理由を記載した申立書 
（８）役員の氏名及び略歴を記載した書類 
（９）現に行っている事業の概略及び申請年度前３か年度に行っていた事業の概略

を記載した書類(申請年度に設立された団体にあっては現に行っている事業の

概略を記載した書類) 
（１０）第４条第１項第６号の該当性について神奈川県警察へ照会するための同号

アに規定する役員又は同号イに規定する役員に準ずる者の氏名、住所、性別、

生年月日及び役職名を記載した書類 
（１１）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 
２ 共同企業体の場合にあっては、前項の指定管理者指定申請書並びに同項第１号

及び第２号に掲げる書類については代表者となる団体が、同項第３号から第１０

号までに掲げる書類については構成するそれぞれの団体ごとに提出しなければな

らない。 
(指定管理者選考委員会の設置) 

第６条 市長は、指定管理者として指定しようとするもの(以下「候補者」という。)
を選考するため、指定管理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置す

るものとする。 



 

２ 選考委員会は、原則として施設を所管する部(相模原市行政組織及び事務分掌規

則(平成 19 年相模原市規則第 66 号)第２章に規定する部をいう。)ごとに設置する

ものとする。 
３ 選考委員会の委員は、市長が指名又は委嘱する。 
 (選考結果の通知) 

第７条 市長は、選考委員会により候補者の選考を行ったときは、速やかに、その

結果を指定管理者選定通知書により申請者に通知するものとする。 
(指定管理者の指定) 

第８条 市長は、選考した候補者について、法第２４４条の２第６項の規定による

議会の議決があったときは、指定管理者指定通知書により指定管理者の指定を行

うものとする。 
(管理に関する協定の締結) 

第９条 市長は、指定管理者と次に掲げる事項を定めた協定を締結するものとする。 
（１）第５条第１項第１号の事業計画書の内容の遵守 
（２）指定管理者に支払う委託料の額及び支払方法 
（３）施設内の物品の所有権の帰属 
（４）施設及び物品等の損傷又は滅失に関する取扱い 
（５）法第２４４条の２第１１項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は

業務の全部又は一部の停止を命じた場合における指定管理者に生じた損害につ

いての本市の免責 
（６）業務を行うに当たり取り扱う個人情報の保護に関する必要な措置 
（７）業務で取り扱う情報を公開するための手続等に関する必要な措置 
（８）環境配慮事項の遵守 
（９）指定管理者の指定の期間が満了した場合及び指定管理者の指定の取消しを受

けた場合の文書等の引継ぎ及び施設等の原状回復に関する取扱い 
（１０）前各号に掲げるもののほか、業務に関し必要となる事項 
(指定管理者の名称の変更等の届出) 

第１０条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名等に変

更があったときは、直ちに指定管理者名称等変更届(第２号様式)に必要な書類を

添付して、その旨を市長に届け出なければならない。 
(事業報告) 

第１１条 指定管理者は、法第２４４条の２第７項に規定する事業報告書を、毎年

度終了後３０日以内に市長に提出しなければならない。 
２ 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 
（１）業務の実施状況及び施設の利用状況 
（２）利用料金として収受させる場合にあってはその収受の実績 
（３）業務に係る経費の収支状況 
（４）その他管理の実態を把握するために必要な事項 
(指定の取消し) 

第１２条 市長は、法第２４４条の２第１１項の規定により指定管理者の指定を取

り消し、又は業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者指定取消(停
止)命令書により行うものとする。  
(帳簿の備付) 



 

第１３条 指定管理者は、その指定を受けた施設に係る収支を明らかにした帳簿を

備え付け、整備し、５年間保存しておかなければならない。 
(委任) 

第１４条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。 
附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
附 則(平成 19年 3 月 30日規則第 103号) 

この規則は、平成 19 年 4月 1日から施行する。 
附 則(平成 20年 3 月 31日規則第 33号) 

この規則は、平成 20 年 4月 1日から施行する。 



 

第１号様式（第５条関係） 
 

指定管理者指定申請書 

                              年  月  日 
  相 模 原 市 長  あて 
 
             申 請 者 事務所等の所在地            
                                      
                   法人・団体名 
                                      
                   代表者職氏名 

                印  
 
 次の施設の管理について、指定管理者の指定を受けたく関係書類を添えて申請を

します。 
 なお、この申請書及び関係書類のすべての記載事項は事実と相違せず、相模原市

指定管理者の指定の手続等に関する規則第４条第１項各号に掲げる事項に該当しな

いことを誓約します。 
 また、指定管理者の指定に係る選考に際し、相模原市の法人市民税、固定資産税、

都市計画税、軽自動車税、事業所税、特別徴収税額納入金の課税状況・納税（納入）

状況等につき、関係公簿を調査することに同意します。 
申請の対象となる施設の名称 
 
管理に当たっての基本的な考え方 
 
 
 
 
 
連絡先 
 名称                                  
 所在地  〒    －      
                                     
 担当者名                                
 電話             （     ）              
 ＦＡＸ            （     ）              
 Ｅメール            ＠                   

 



 

第１号様式（第５条関係）－共同企業体用 
 

指定管理者指定申請書 

                              年  月  日 
  相 模 原 市 長  あて 
 
        申 請 者 共同企業体名 
                                      

代表となる法人・団体名 
                                     

              代表となる法人・団体の事務所等の所在地 
                                      
              代表となる法人・団体の代表者職氏名 

                     印  
 
 次の施設の管理について、指定管理者の指定を受けたく関係書類を添えて申請を

します。 
 なお、この申請書及び関係書類のすべての記載事項は事実と相違せず、相模原市

指定管理者の指定の手続等に関する規則第４条第１項各号に掲げる事項に該当しな

いことを誓約します。 
 また、指定管理者の指定に係る選考に際し、相模原市の法人市民税、固定資産税、

都市計画税、軽自動車税、事業所税、特別徴収税額納入金の課税状況・納税（納入）

状況等につき、関係公簿を調査することに同意します。 
申請の対象となる施設の名称 
 
管理に当たっての基本的な考え方 
 
 
 
 
 
連絡先 
 名称                                  
 所在地  〒    －      
                                     
 担当者名                                
 電話             （     ）              
 ＦＡＸ            （     ）              
 Ｅメール            ＠                   

 ※添付書類 共同企業体として申請する場合には、共同企業体構成団体表を添付してください。 



 

共同企業体構成団体表 

 

構成団体 ① 
 法人・団体名                              
 法人・団体の事務所等の所在地                      
 代表者職氏名                           印  
 担当者名                                
 電話             （     ）              
 ＦＡＸ            （     ）              
 Ｅメール            ＠                   

構成団体 ② 
 法人・団体名                              
 法人・団体の事務所等の所在地                      
 代表者職氏名                           印  
 担当者名                                
 電話             （     ）              
 ＦＡＸ            （     ）              
 Ｅメール            ＠                   

構成団体 ③ 
 法人・団体名                              
 法人・団体の事務所等の所在地                      
 代表者職氏名                           印  
 担当者名                                
 電話             （     ）              
 ＦＡＸ            （     ）              
 Ｅメール            ＠                   

 
 各構成団体に係る関係書類のすべての記載事項は事実と相違せず、相模原市指定

管理者の指定の手続等に関する規則第４条第１項各号に掲げる事項に該当しないこ

とを、各構成団体は、当該書類をもって誓約します。 
 また、指定管理者の指定に係る選考に際し、各構成団体の相模原市の法人市民税、

固定資産税、都市計画税、軽自動車税、事業所税、特別徴収税額納入金の課税状況・

納税（納入）状況等につき、関係公簿を調査することについて、各構成団体、当該

書類をもって同意します。 
 



 

第２号様式（第１０条関係） 
 

指定管理者名称等変更届 

                              年  月  日 
  相 模 原 市 長  あて 
 
 
              指定管理者 事務所等の所在地               
                    法人・団体名                 
                    代表者職氏名         印  
 
 次のとおり変更したので届け出ます。 
 

変更事項 新 旧 変更年月日 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


